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• 石綿障害予防規則の改正について

－石綿使用建築物の動向と問題点－
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石綿の輸入量

出典：独立行政法人環境再生保全機構「石綿と健康被害－石綿による健康被害と救済給付の概要〈第５版〉－」
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※木造・戸建を除く民間建築物
※レベル１～３すべて含む。
※「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（H20.4.30財務省令第32号）による耐用年数で解体されるものとした推計

石綿含有民間建築物の解体棟数（推定）

出典：社会資本整備審議会建築分科会アスベスト対策部会（第５回）
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石綿輸入量 石綿使用建築物の解体棟数（推計）

石綿関連疾患の
労災認定等件数

（人）

1000

500毎年約1,000人
うち建設業500人強

今後の解体工事等で
取り扱われる石綿により
健康障害を発生させない

ことが重要

石綿輸入量と石綿使用建築物の解体棟数（推計）、労災認定件数



第14次労働災害防止５ヵ年計画
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石綿建材の使用例
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石綿建材の使用例



石綿使用建築物の動向と問題点

9

石綿建材の使用例

内装材（壁、天井） 耐火間仕切り

石綿含有壁紙 石綿含有ケイ酸カルシウム板第１種

〈主な使用部位と用途〉

⚫ 石綿を含有するアスベスト紙に表面化粧をし

た壁紙で、すべて不燃材料として出荷されて

いた

⚫ 湿式方式の壁に比べて、修繕、張替えが容易

にでき、内装制限が適用されるオフィスビル

の廊下、スポーツ施設、商業施設、地下街な

どを中心に使用されていた。

〈主な使用部位と用途〉

⚫ 耐火間仕切壁として、石膏ボードとの複合材

として使用される。

〈特徴〉

⚫ 一見しては分かりにくい

⚫ 防火区画に該当するか否かは図面で確認が必

要

壁 間仕切り

出典：石綿総合情報ポータルサイトhttps://www.ishiwata.mhlw.go.jp/info-reform-agency/
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石綿建材の使用例

床材

石綿含有ビニル床タイル

〈主な使用部位と用途〉

⚫ 事務所、病院、公共施設などの床に多く使用

されている

⚫ 住宅の場合は、洗面所や台所の床に使用され

ている

〈主な使用部位と用途〉

⚫ タイルカーペットの下に貼られていた例

⚫ 現地を確認する必要がある

床
床

出典：石綿総合情報ポータルサイトhttps://www.ishiwata.mhlw.go.jp/info-reform-agency/
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石綿建材の使用例

外装材（外壁、軒天）

石綿含有窯業系サイディング 石綿含有建材複合金属系サイディング

〈主な使用部位と用途〉

⚫ 一般的には、外壁材として用いられる

〈特徴〉

⚫ 防・耐火性能が高い、耐震性、耐久性が高く、

壁体内通期がとり易いなどの特徴がある

外壁
外壁

〈主な使用部位と用途〉

⚫ 一般的には、外壁材として用いられる

〈特徴〉

⚫ 金属製表面材に、断熱性・耐火性に必要な性

能を持つ裏打材を併せて成形された乾式工法

用壁材であり、一部の製品に石綿が使用され

ていた

出典：石綿総合情報ポータルサイトhttps://www.ishiwata.mhlw.go.jp/info-reform-agency/



• 石綿による健康障害予防対策

－石綿障害予防規則等－
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13

解体作業等における
事前の措置

情報提供
（発注者・注文者）

（８条、９条）

事前調査
（３条）

作業計画
（４条）

労働基準監督署への

事前の届出
（５条、安衛則８６，９０条）

建築物等の解体作業等における措置

○発生源対策
・湿潤化

（１３条）

○ばく露防止対策
・呼吸用保護具
・保護衣

（１４条等）

○隔離
（６条）

○立入禁止
（７条）

○健康診断 （４０条）

○管理
・石綿作業主任者
（１９条、２０条）

・特別教育
（２７条）

・付着物の除去
（３２条の２）

・飲食喫煙の禁止
（３３条）

・掲示
（３４条）

・作業の記録
（３５条）

・保護具等の管理
（４６条）



建築設備とは、具体的には次のようなものが含まれます。

電気設備

受変電、予備電源、幹線、照明器具、警報設備、避雷針など

給水、排水、その他の配管設備

給水、給湯、排水通気、衛生器具、グリーントラップ、給水タンク、状水槽、ガス、消化

換気・空気調和設備

暖房、冷房、換気、冷却塔

防災設備

排煙、自火報、非常用照明、スプリンクラー、消火栓など

昇降機

石綿障害予防規則に基づく実施事項
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規制対象となる工事について

出典：石綿総合情報ポータルサイトhttps://www.ishiwata.mhlw.go.jp/info-reform-agency/

• 石綿等の封じ込め・囲い込み

• 建築物等の解体工事等

• 建築物等の模様替及び修繕（戸建て住宅やアパート・マンション占有部分の
リフォームも含む）

• 建築物等の改修及び修繕にかかる建築設備工事
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事前調査

出典：石綿総合情報ポータルサイトhttps://www.ishiwata.mhlw.go.jp/info-reform-agency/

• 解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事
前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、石綿含有の
有無の事前調査を行う必要があります。

• 事前調査は、設計図書等の文書による調査（設計図書等の文書が
存在しないときを除きます）と、目視による調査の両方が必要とな
ります。
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事前調査

出典：石綿総合情報ポータルサイトhttps://www.ishiwata.mhlw.go.jp/info-reform-agency/

• 事前調査は、建築物石綿含有建材調査者などの一定の要件
（※）を満たす人が行う必要があります（令和5年（2023年）10月
から）。

• 事前調査の結果の記録を作成して３年間保存するとともに、作
業場所に備え付け、概要を労働者に見やすい箇所に掲示する必要
があります。

【建築物石綿含有建材調査者などの一定の要件】
①建築物石綿含有建材調査者講習の修了者
・特定建築物石綿含有建材調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等石綿含有建材調査者（※一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部に限る）

②令和５年９月30日以前に日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時
点においても引き続き同協会に登録されている者
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事前調査

出典：石綿総合情報ポータルサイトhttps://www.ishiwata.mhlw.go.jp/info-reform-agency/

• 一定規模（解体工事の場合は解体部分の延べ床面積80㎡、改修
工事の場合は請負金額が100万円）以上の解体工事の場合、事前調
査の結果を労働基準監督署に電子システムで報告する必要があり
ます。
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工事開始前の労働基準監督署への届出

出典：石綿総合情報ポータルサイトhttps://www.ishiwata.mhlw.go.jp/info-reform-agency/

• 石綿が含まれている吹き付け材や保温材等の除去工事の計画は14日前までに
労働基準監督署に届け出ることが必要です。

①建築物、工作物又は船舶（鋼製の船舶に限る）に吹き付けられている石綿等（石綿等が
使用されている仕上げ用塗材を除く。）の除去、封じ込め、又は囲い込みの作業を行う
仕事
②建築物、工作物又は船舶（鋼製の船舶に限る）に張り付けられている石綿等が使用され
ている保温材、耐火被覆材（耐火性能を有する被覆材をいう。）等の除去、封じ込め又
は囲い込みの作業（石綿等の粉じんを著しく発散するおそれのあるものに限る。）を行
う仕事

計画届の対象工事（石綿関係を抜粋）

• 石綿含有の有無の事前調査結果について、所轄労働基準監督署に電子システ
ムにより報告する必要があります。

複数の事業者が同一の工事を請け負っている場合は、元請事業者が協力会社に関
する内容も含めて、所轄労働基準監督署に電子システムにより報告する必要があ
ります。
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労働者に対するばく露防止措置

出典：石綿総合情報ポータルサイトhttps://www.ishiwata.mhlw.go.jp/info-reform-agency/

解体・改修作業に従事する労働者に対する石綿ばく露を
防止するため、各種の措置が必要となります。

• 石綿等を切断等する際の湿潤化

• 呼吸用保護具・保護衣等の使用
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労働者に対するばく露防止措置

出典：石綿総合情報ポータルサイトhttps://www.ishiwata.mhlw.go.jp/info-reform-agency/

• レベル1、2建材の除去等を行う際の負圧
隔離
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労働者に対するばく露防止措置

出典：石綿総合情報ポータルサイトhttps://www.ishiwata.mhlw.go.jp/info-reform-agency/

• 石綿作業主任者の選任

• 労働者への特別教育
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石綿除去後の取り残しの確認

出典：石綿総合情報ポータルサイトhttps://www.ishiwata.mhlw.go.jp/info-reform-agency/

• 除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者
による石綿等の取り残しがないことの確認が義務になり
ます。

⚫建築物石綿含有建材調査者（建築物にかかる除
去作業に限る。）

⚫当該除去作業に係る石綿作業主任者

取り残し確認を行う者
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作業の記録・保存

出典：石綿総合情報ポータルサイトhttps://www.ishiwata.mhlw.go.jp/info-reform-agency/

⚫ 事前調査結果の掲示や石綿除去作業中の状況などを写
真や動画により記録し、3年間保存

⚫ 労働者ごとに、石綿の取扱い作業に従事した期間、従
事した作業の内容、保護具の使用状況などを記録し、
40年間保存する必要があります。

上記以外にも、法令に基づく措置を行う必要があります。
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石綿事前調査結果報告システム

出典：石綿総合情報ポータルサイトhttps://www.ishiwata.mhlw.go.jp/info-reform-agency/

⚫建築物や工作物の解体・改修の作業を行う際には、法令
に基づき、石綿含有の有無の事前調査を実施する必要が
あります。

⚫一定の要件に該当する建築物・工作物の場合、労働基準
監督署、および自治体に事前調査結果の報告を行う義務
が事業者（元方／元請事業者）に課せられます。報告対
象となる工事は次のとおりです。



石綿障害予防規則に基づく実施事項

26

石綿事前調査結果報告システム

出典：石綿総合情報ポータルサイトhttps://www.ishiwata.mhlw.go.jp/info-reform-agency/

※石綿の有無によらず以下のいずれかに該当する場合には
報告が必要です。
①解体部分の述べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
②請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
③請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体また
は改修工事

※事前調査そのものは、上記の規模によらず実施する必要があります。
※建築物の改修工事には、模様替え、修繕のほか、建築設備（ガス・電気の供
給、給水、排水、換気、冷暖房、排煙、汚水処理のための設備等を含みま
す）の設置・修理・撤去等を行う場合が含まれます。

※工作物の改修工事には、定期修理が含まれます。
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石綿事前調査結果報告システムの利用にあたっては、GビズIDが必要となります。

出典：石綿総合情報ポータルサイトhttps://www.ishiwata.mhlw.go.jp/info-reform-agency/

⚫GビズIDの発行はこちら

（https://gbiz-id.go.jp/top/）

⚫メールアドレスがあれば即日発行が可能な「GビズIDエ
ントリー」、印鑑証明書と申請書を郵送し、一定の手続
きを行った上で発行される「GビズIDプライム」の２種
類があり、どちらでもご利用が可能です。

⚫GビズIDプライムには、複数の工事を一括して申請でき
る機能を実装しており、多数の工事を行う事業者の方に
つきましては、Gビズプライムの申請をご検討ください。
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石綿障害予防規則に関するお問い合わせは、最寄りの労働基準監督署へお願いいたします。

（管轄地については、北海道労働局ホームページで参照できます。）

北海道労働局 （健康課） 011-709-2311（内3563）
札幌中央労働基準監督署 (安全衛生課) 011-737-1192 

札幌東労働基準監督署 (安全衛生課) 011-894-2816 

函館労働基準監督署 (安全衛生課) 0138-87-7606 

小樽労働基準監督署 (安全衛生課) 0134-33-7651 

岩見沢労働基準監督署 (第三方面) 0126-22-4490 

旭川労働基準監督署 (安全衛生) 0166-99-4705 

帯広労働基準監督署 (安全衛生) 0155-97-1244 

滝川労働基準監督署 (安全衛生課) 0125-24-7361 

北見労働基準監督署 (安全衛生課) 0157-88-3984 

室蘭労働基準監督署 (第三方面) 0143-23-6131 

苫小牧労働基準監督署 (第三方面) 0144-88-8900 

釧路労働基準監督署 (第三方面) 0154-45-7836 

名寄労働基準監督署 (安全衛生課) 01654-2-3186 

留萌労働基準監督署 (監督安全衛生課) 0164-42-0463 

稚内労働基準監督署 (監督安全衛生課) 0162-73-0777 

浦河労働基準監督署 (監督安全衛生課) 0146-22-2113 

倶知安支署 (監督安全衛生課) 0136-22-0206 
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